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目

次

告

示

○
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
の
設
置

(

医
療
薬
務
課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度

(

林

政

課)

…

�
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道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

課)

…

�
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道
路
の
供
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の
開
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)

…

�

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
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指
定
の
一
部
改
正

(

会
計
管
理
課)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

(
三
八
地
域

県

民

局)

…

�

公

告

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行

(

医
療
薬
務
課)
…

�

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

経
営
支
援
課)
…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

公
安
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

救
急
病
院
、
救
急

診
療
所
の
別

北
畠
外
科
胃
腸
科
医
院

青
森
市
堤
町
二
丁

目
一
三
の
六

平
成
二
十
六
年
六
月
二
日

救
急
診
療
所

十
和
田
第
一
病
院

十
和
田
市
東
三
番

町
一
〇
の
七
〇

二
十
六
年
六
月
十
二
日

救
急
病
院

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
森
会

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
二
丁
目
三
三

の
三
〇
五

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

か
み
き
た

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
二
丁
目
三
三

の
五
五

平
成

��

･

�･

�

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
三
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成23年６月１日 水曜日 第3394号 �

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
森
会

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
二
丁
目
三
三

の
三
〇
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

か
み
き
た

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
二
丁
目
三
三

の
五
五

平
成

��

･

�･

�

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
四
〇
四
・
九
二

岩
木
川
下
流

〃

五
一
七
・
五
六

岩
木
川
上
流

〃

九
六
八
・
九
〇

平
川

〃

四
一
八
・
四
二

浅
瀬
石
川

〃

六
六
七
・
六
五

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
二
六
・
〇
〇

青
森
地
区

〃

八
二
四
・
三
二

下
北
東
部

〃

一
、
二
七
六
・
二
四

下
北
西
部

〃

九
四
二
・
六
〇

上
北
地
区

〃

一
五
六
・
六
八

七
戸
川

〃

六
四
三
・
一
〇

奥
入
瀬
川

〃

五
四
〇
・
五
二

馬
淵
川
下
流

〃

八
九
一
・
五
〇

新
井
田
川

〃

一
六
八
・
〇
六

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
五
・
七
四

岩
木
川
下
流

〃

三
一
八
・
〇
四

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
五
九
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
六

� �
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下
北
西
部

〃

二
四
・
四
八

上
北
地
区

〃

八
〇
・
三
四

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
六
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
九
・
五
六

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
一
六

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
五
・
四
一

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
九
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
八

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
一

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
六
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
二
・
九
四

� �
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青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

〃

三
〇
・
九
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

二
・
七
四

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
三
・
〇
八

八
戸
市

〃

〇
・
五
〇

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
八
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
六
・
四
八

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

松
代
町
陸
奥

赤
石
停
車
場

線 屏
風
山
内
真

部
線 路

線
名

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金
沢
町
字
晴
間
一
九
二
の
二
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金
沢
町
字
晴
間
二
の
八
ま
で

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
一
五
八
の
一
か
ら

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
三
二
一
の
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

五
〇
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
〇
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

｢

本
店
営
業
部
浅
虫

青
森
市
大
字
浅
虫

を

出
張
所

｣

｢

本
店
営
業
部
浅
虫

青
森
市
大
字
浅
虫

出
張
所

に
改
め
、

本
店
営
業
部
幸
畑

青
森
市
幸
畑
五
丁
目

出
張
所

｣

｢

幸

畑

支

店

青
森
市
幸
畑
五
丁
目

｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行

平
成
二
十
三
年
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

施
行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

(

筆
記
試
験
、
実
地
試
験
共
に)

１

期
日

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

(

水)
２

場
所

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

(

金)

か
ら
同
年
七
月
七
日

(

木)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
七
月
七
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効

青 森 県 報�����	
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
屏
風
山
内
真

部
線

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
一
五
八
の
一
か
ら

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
三
二
一
の
四
ま
で

平
成
��･

�･

�

県
道
松
代
町
陸
奥

赤
石
停
車
場
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金
沢
町
字
晴
間
二
の
一

か
ら
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
金
沢
町
字
晴
間
二
の
八

ま
で

〃

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

小
川
原
湖

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
谷
地
通
一

四
番
地
一
七
〇

濱

田

正

隆

上
北
郡
東
北
町
旭
北
四
丁
目
五
三
五
番
地

一

�

田

浩

明

上
北
郡
東
北
町
字
鶴
ケ
崎
六
番
地
二

鶴
ケ�

勝

昭

平
成
二
十
三
年

六
月
一
日
か
ら

同
月
十
五
日
ま

で

小
川
原
湖
漁

業
協
同
組
合

� �



� �

と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
の
各
県
型
保
健
所
及
び
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導

グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九)
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
板
柳
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
東
二
六
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

宮
地
�
明

２

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

３

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
南
区
清
水
四
五
〇
一
の
一

代
表
取
締
役

捧
雄
一
郎

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
板
柳
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
板
柳
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小
売
店

舗
に
お
い
て
小

売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北

株
式
会
社

二
十
四
時
間

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
コ
メ
リ

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株

式
会
社

二
十
四
時
間

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

開
店
時
刻

午
前
八
時

閉
店
時
刻

午
後
十
二
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
コ
メ
リ

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

平
成

��･

�･

�

� �



� �

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
木
川
地
区
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就

任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

中
南
地
域
県
民
局
長

川

村

昌

廣

公

安

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

青
森
県
警
察
本
部
長

寺

島

喜
代
次

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
運
転
免
許
証
作
成
機
用
消
耗
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
の
一
七

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

二
百
九
十
二
万
四
千
二
百
五
十
円

内
訳

青 森 県 報�����	
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

増
田

教
正

盛

貢

つ
が
る
市
木
造
藤
岡
三
〇
の
七
九

〃

木
造
福
原
妻
元
七
三
の
二

平
成

��

･

�･
��就
任

��･

�･

�	退
任

品

名

数
量

単
位

金

額

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体

(

一
般
用)

一

箱

五
十
一
万
六
千
九
百
十
五
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体

(

優
良
用)

一

箱

五
十
一
万
六
千
九
百
十
五
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体

(

新
規
用)

一

箱

五
十
一
万
六
千
九
百
十
五
円

高
速
型
リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

一

箱

十
四
万
七
千
円

経
歴
書
用
カ
ー
ド
基
体

一

箱

十
五
万
四
千
三
百
五
十
円

裏
面
追
加
備
考
紙

一

箱

二
千
六
百
二
十
五
円

印
字
用
ロ
ー
ル
紙

一

セ
ッ
ト

一
万
八
千
三
百
七
十
五
円

メ
イ
ン
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

一
万
三
千
二
百
三
十
円

フ
ッ
ト
ラ
ン
プ

一

個

二
千
二
百
五
円

吸
着
パ
ッ
ト

一

セ
ッ
ト

五
千
三
百
五
十
五
円

� �



� �

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
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Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

セ
ッ
ト

一
万
九
百
二
十
円

入
口
セ
ン
サ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

個

七
千
三
百
五
十
円

呼
気
フ
ィ
ル
タ
ー
大

一

個

九
千
四
百
五
十
円

呼
気
フ
ィ
ル
タ
ー
小

一

個

五
千
七
百
七
十
五
円

排
出
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

一
万
四
千
七
百
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
上

一

セ
ッ
ト

四
万
八
千
三
百
円

Ｄ
Ｕ
付
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
Ｈ

一

セ
ッ
ト

三
万
二
百
四
十
円

サ
ー
ミ
ス
タ
ー

一

セ
ッ
ト

三
千
百
五
十
円

ハ
ロ
ゲ
ン
ヒ
ー
ト
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

二
万
二
千
五
十
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
下

一

セ
ッ
ト

三
万
七
千
八
百
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
１

一

セ
ッ
ト

七
千
九
百
八
十
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
２

一

セ
ッ
ト

七
千
三
百
五
十
円

ゴ
ム
ロ
ー
ル
Ｈ
／
Ｒ

一

セ
ッ
ト

一
万
二
千
六
百
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ

一

セ
ッ
ト

四
万
四
千
百
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
／
Ｌ

一

セ
ッ
ト

四
万
二
千
円

ロ
ー
ル
ロ
ア
ピ
ン
チ
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

四
万
四
千
百
円

サ
ー
マ
ル
ヘ
ッ
ド

一

セ
ッ
ト

六
十
八
万
二
千
五
百
円

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


